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年金制度改正の主な概要（平成26年11月現在）

　

○特例水準の解消【平成25年10月施行】

　
　※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響のために、法律が本来
　想定している水準（本来水準）よりも、0.5%高い水準（特例水準）となっています。

　国民年金保険料は納付期限から2年を経過すると納めることができませんが、平成24年10月から3年間に限り、過去
10年間の保険料を納めることができるようになりました。　　　　　　　　　　 　　　　 【平成24年10月1日施行】

　例えば、夫が退職した場合や、妻自身の年収が増えたときなどは、手続き（国民年金の第３号被保険者から第１号被保
険者への変更）が必要です。過去、この手続きが遅れたことが原因で、将来の年金が少なくなったり、もらえない場合が
ありましたが、手続きが遅れた期間を年金の「受給資格期間」に算入することができるようになりました。

【平成25年７月１日施行】

年金確保支援法《平成23年8月10日公布》

厚年法等改正法《平成25年6月26日公布》

　公務員や私立学校教職員は厚生年金とは別の年金制度（共済制度）にそれぞれ加入していましたが、これらの年金制
度が厚生年金に統一されます。これにより、支払う保険料の率（上限18.3％）等が一般の会社員等と同じになり、制度的
な差異が解消されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成27年10月施行】

被用者年金制度一元化法《平成24年8月22日公布》

　将来、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金等の受給者に、老齢年金生活者支援給付金等が支給されることと
なっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年金生活者支援給付金法《平成24年11月26日公布》

年金機能強化法《平成24年8月22日公布》

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法《平成24年11月26日公布》

老齢基礎年金等の年金額が本来の水準より2.5％高い状態が、平成25年度から平成27年度までの3年間で
解消されることになりました。解消のスケジュールは、平成25年10月に▲1.0％、平成26年4月に▲
1.0％、平成27年4月に▲0.5％となっています。なお、物価・賃金の変動があったため、平成26年4月の
実際の改定率は▲0.7％ となっています。

○遺族基礎年金の父子家庭への支給【平成26年4月施行】
　国民年金に加入していた夫が亡くなった場合、子のある妻に遺族基礎年金が支給されますが、国民年金に加入して
いた妻が亡くなった場合にも、子のある夫に支給されるようになりました。

○未支給年金の請求範囲の拡大【平成26年4月施行】
　年金を受け取ることができる人が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金（未支給年金）があるときは、その
人の遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹）が請求して受け取ることができますが、請求できる遺
族の範囲が生計を同じくする3親等以内の親族（甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母など）までに拡大されました。

○基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化【平成26年4月施行】
　消費税収を活用して、基礎年金国庫負担割合を恒久的に2分の1とします。
○短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大【平成28年10月施行】
　厚生年金・健康保険は労働時間が週30時間以上ある人が加入の対象となっていますが、週20時間以上等の一定の
条件を満たす短時間労働者（いわゆるパート、アルバイト労働者）も対象となります。

○受給資格期間の短縮
　年金を受け取るためには、原則25年（年金の種類や生年月日により異なります）の資格期間（保険料納付済期
間、保険料免除期間等）が必要ですが、将来、10年の資格期間があれば年金を受けることができることとなって
います。
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